
おお
知知
らら
せせ

国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
・
若
年
者
納
付
猶
予

申
請
を
受
け
付
け
ま
す

７
月
１
日
�
か
ら
、
国
民
年

金
保
険
料
の
免
除
な
ど
の
申
請

を
受
け
付
け
ま
す
。

経
済
的
に
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
場
合
に
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る

制
度
と
、
３０
歳
未
満
の
方
の
若

年
者
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま

す
。

【
対
象
】

▽
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

の
方
（
学
生
お
よ
び
任
意
加
入

被
保
険
者
の
方
を
除
く
）

▽
免
除
は
、
申
請
者
本
人
・
配

偶
者
・
世
帯
主
の
そ
れ
ぞ
れ
の

所
得
、
若
年
者
納
付
猶
予
は
、

申
請
者
本
人
・
配
偶
者
の
そ
れ

ぞ
れ
の
所
得
が
一
定
基
準
以
下

の
方
（
左
表
参
照
）

失
業
し
た
方
や
災
害
を
受
け

た
方
な
ど
は
特
例
で
認
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
承
認
期
間
】

２５
年
７
月
分
〜
２６
年
６
月
分

【
承
認
期
間
の
取
り
扱
い
・
追

納
】

左
表
の
通
り

【
申
請
に
つ
い
て
】

原
則
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

２４
年
度
に
全
額
免
除
か
若
年

者
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
て
い

た
方
で
、
継
続
審
査
が
認
め
ら

れ
た
方
は
申
請
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
２５
年
度
の

審
査
の
結
果
が
却
下
と
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
２４
年
度
に
失
業
な
ど

特
例
的
事
由
で
全
額
免
除
や
若

年
者
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
て

い
た
方
、
４
分
の
１
納
付
、
半

額
納
付
、
４
分
の
３
納
付
が
承

認
さ
れ
て
い
た
方
は
、
継
続
審

査
の
対
象
で
は
な
い
た
め
、
申

請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
請
・
問
い
合
わ
せ
】

�
飾
年
金
事
務
所

（
立
石
３
‐
７
‐
３
）

�（
３
６
９
５
）２
１
８
１

【
申
請
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
３
階
３
１
５
番
）

�（
５
６
５
４
）８
２
１
４

ご
み
減
量
に
つ
い
て
の

意
見
交
換
会
を
傍
聴
で

き
ま
す

ご
み
の
減
量
を
テ
ー
マ
に
し

た
講
演
と
、
区
民
・
事
業
者
・

区
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
つ
い
て

意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。

車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

【
日
時
】

７
月
１７
日
�

午
後
２
時
〜
３
時
３０
分（
予
定
）

【
会
場
】

か
つ
し
か
エ
コ
ラ
イ
フ
プ
ラ
ザ

（
立
石
１
‐
９
‐
１
）

【
対
象
】

区
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
方
１５
人

【
講
師
】

鬼
沢
良
子
氏

（
環
境
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

【
そ
の
他
】

午
後
１
時
３０
分
か
ら
の
か
つ

し
か
ご
み
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル

推
進
協
議
会
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

６
月
２７
日
�
午

前
９
時
か
ら
電
話
で（
先
着
順
）。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

リ
サ
イ
ク
ル
清
掃
課

�（
５
６
５
４
）８
２
７
３

行
政
評
価
委
員
会
を
傍

聴
で
き
ま
す

区
で
は
、
行
政
評
価
制
度
に

区
民
の
視
点
を
取
り
入
れ
て
、

評
価
の
客
観
性
を
高
め
る
た
め
、

行
政
評
価
委
員
会
を
設
置
し
て

い
ま
す
。

【
日
時
】

▽
第
一
分
科
会
（
環
境
・
教
育

・
子
育
て
関
係
）

７
月
１１
日
�
午
前
１０
時
〜
正
午

▽
第
二
分
科
会
（
福
祉
・
保
健

関
係
）

７
月
１
日
�
午
前
９
時
３０
分
〜

１１
時
３０
分

【
会
場
】

区
役
所
５
階
庁
議
室

詳
し
い
内
容
、
次
回
以
降
の

開
催
日
程
・
場
所
に
つ
い
て
は

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な

る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
定
員
】

各
１０
人

【
申
込
方
法
】

開
催
日
の
２
日

前
ま
で
に
電
話
で（
多
数
抽
選
）。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

政
策
企
画
課

�（
５
６
５
４
）８
１
７
７

ご
利
用
く
だ
さ
い

い
っ

と
き

す
ず

ど
こ
ろ

一
時
涼
み
所

区
で
は
、
暑
い
日
の
外
出
時

に
一
時
的
な
休
憩
場
所
と
し
て
、

区
内
の
公
共
施
設
（
区
役
所
、

地
区
セ
ン
タ
ー
、図
書
館
な
ど
）

の
他
、
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た

民
間
の
ス
ペ
ー
ス
を
「
一
時
涼

み
所
」
と
し
て
開
設
し
て
い
ま

す
。
青
い
旗
が
目
印
で
、
利
用

は
無
料
で
す
。

お
買
い
物
な
ど
で
お
出
掛
け

の
際
、
お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り

く
だ
さ
い
。

【
期
間
】

９
月
２７
日
�
ま
で

【
担
当
課
】

高
齢
者
支
援
課

�（
５
６
５
４
）８
２
５
６

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
へ

就
職
に
有
利
な
資
格
取

得
を
支
援
し
ま
す

就
職
に
有
利
な
資
格
を
取
得

す
る
場
合
、
教
育
訓
練
給
付
金

や
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
を
支

給
し
ま
す
。
事
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
対
象
】

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
親
ま
た
は

父
親
で
２０
歳
未
満
の
お
子
さ
ん

を
扶
養
し
、
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
を
受
け
て
い
る
か
同
様
の

所
得
水
準
の
方

教
育
訓
練
給
付
金

区
の
指
定
を
受
け
た
雇
用
保

険
法
に
よ
る
指
定
教
育
訓
練
講

座
を
受
講
し
た
場
合
、
修
了
後

に
支
給
し
ま
す
。

高
等
技
能
訓
練
促
進
費

就
職
に
有
利
な
国
家
資
格
な

ど
を
取
得
す
る
た
め
、
養
成
機

関
で
２
年
以
上
修
業
す
る
場
合

に
支
給
し
ま
す
。

【
担
当
課
】

子
育
て
支
援
課

�（
５
６
５
４
）８
２
７
６

リ
サ
イ
ク
ル
コ
ー
ナ
ー

・
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

リ
サ
イ
ク
ル
コ
ー
ナ
ー
で
は

衣
料
品
・
雑
貨
な
ど
の
日
常
生

活
用
品
で
、
新
品
ま
た
は
新
品

同
様
の
品
物
を
預
か
り
販
売
し

ま
す
。
出
品
は
、
区
内
在
住
の

方
に
限
り
ま
す
（
営
利
目
的
を

除
く
）。

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
出
店

募
集
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

【
日
時
】

７
月
６
日
�

午
前
１０
時
〜
午
後
２
時

▽
出
品
点
数

１
人
１０
点
（
う
ち
衣
類
・
バ
ッ

グ
類
・
靴
類
は
各
３
点
）
ま
で

家
具
・
電
気
製
品
な
ど
の
大

型
生
活
用
品
や
お
も
ち
ゃ
、
本
、

化
粧
品
な
ど
を
除
き
ま
す
。

▽
出
品
受
付
日
時

７
月
１
日
�
〜
３
日
�

午
前
１０
時
〜
午
後
２
時

【
会
場
・
担
当
課
】

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
立
石
５
‐
２７
‐
１
ウ
ィ
メ
ン

ズ
パ
ル
内
）

�（
５
６
９
８
）２
３
１
４

ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル
の
改

修
工
事
を
行
い
ま
す

空
調
設
備
お
よ
び
照
明
設
備

の
改
修
工
事
を
行
い
ま
す
。

工
事
期
間
中
は
、
ご
不
便
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
各
種
相
談
は

通
常
通
り
行
い
ま
す
。

【
工
事
期
間
】

８
月
上
旬
〜
１１
月
下
旬（
予
定
）

【
担
当
課
】

人
権
推
進
課

（
立
石
５
‐
２７
‐
１
ウ
ィ
メ
ン

ズ
パ
ル
内
）

�（
５
６
９
８
）２
２
１
１

平
成
２４
年
度
�
飾
区
食

品
衛
生
監
視
指
導
計
画

実
施
結
果
概
要
を
公
表

し
ま
す

【
期
間
】

６
月
２５
日
�
〜
７
月
３１
日
�

【
閲
覧
場
所
】

区
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
区
役
所

３
階
３
０
４
番
）・
保
健
所
・

保
健
セ
ン
タ
ー
・
区
民
事
務
所

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧

に
な
れ
ま
す
。

【
担
当
課
】

保
健
所
生
活
衛
生
課

�（
３
６
０
２
）１
２
４
２

空間放射線量の定点測定結果東東日日本本大大震震災災義義援援金金
温温かかいいごご支支援援あありりががととううごござざいいまますす
５月１日～３１日に皆さん

からお寄せいただいた義援
金７万４，５８７円 を６月７日
�に日本赤十字社へお送り
しました。
義援金をお寄せいただい

た団体は右表の通りです。
この他、多くの皆さんからも温かい

ご支援をいただいております。ご協力
ありがとうございます。
義援金は、引き続き受け付けています
【内容】 現金のみ
【受付場所】 区民ホール（区役所２階）
・総務課（区役所５階５０４番）・区民事務
所・区民サービスコーナー
【担当課】 総務課 �５６５４‐８１３６

詳しくはお問い合わせください。

（敬称略 ５０音順）

団体名

石川生コン�
ゴルフ部

尚武道場

申し込み・担当課

〒１２５‐００６２
青戸４‐１５‐１４健康プラザかつ
しか内
保健所地域保健課
�３６０２‐１２３１

選考日・
選考方法

書類審査の
上、８月中
旬に面接

申込方法

市販の履歴書と診療放射線技師
免許の写しを７月３１日�（必着）
までに持参か郵送。

報酬など

月額２１６，５００円
交通費・有給休
暇あり。
健康保険・厚生
年金・雇用保険
加入。

勤務日時

週４日
午前８時３０分～
午後５時

勤務期間

９月１日～
２６年３月３１日
（更新可）

対象

診療放射線技
師の資格を有
する方

募集
人数

１人

職種・勤務内容

診療放射線技師

保健所・保健セン
ターでのエックス
線撮影、データ管
理など

▽受給割合は変更になる場合があります。
▽老齢基礎年金を受給するには、原則２５年（３００月）以上の納付や免除期間などの

受給資格期間が必要になります。

▽４分の１納付、半額納付、４分の３納付は、納付期限から２年以内に納付がな
い場合、未納期間として取り扱われます。

未納

算入なし

入らない

受けられな
い場合あり

納付期限か
ら２年経過
すると時効
になり、納付
できません。

４分の３納付
（４分の１免除）

１５８万円＋扶
養親族等控除
額＋社会保険
料控除額等

８分の７

入る

納付済みと同じ扱い

追納すると年金額は全額納めた場合と同じ計算になります。
追納可能期間は免除承認期間から１０年以内です。
ただし３年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて一定の
額が上乗せされます。

半額納付
（半額免除）

１１８万円＋扶
養親族等控除
額＋社会保険
料控除額等

４分の３

４分の１納付
（４分の３免除）

７８万円＋扶養
親族等控除額
＋社会保険料
控除額等

８分の５

全額免除

（扶養親族等の数＋１）
×３５万円＋２２万円

２分の１

若年者
納付猶予

算入なし

国民年金保険
料免除と受給
資格

免除などの
区分

所得の基準

老齢基礎年金
への算入

老齢基礎年金の
受給資格期間

障害年金や遺族年
金を受けるとき

追納（免除部分）
可能期間

【測定日】 ６月１４日�
測定結果
０．０７
０．０６
０．１１
０．１０
０．０７
０．１３
０．１１
０．０７
０．０８
０．０７
０．０７

【単位】 マイクロシーベルト／時
【測定方法】 地上１mの地点で、１０秒毎に
５回測定した値の平均
【測定箇所の土質】 校庭や園庭と同じダ
スト舗装です。
【測定機器】 シンチレーション式サーベイメーター
（ＧＥＯＲＡＤＩＳ社 ＲＴ‐３０）
【担当課】 環境課 �５６５４‐８２３６

所在地
堀切１‐２７‐１０
小菅３‐９‐９
亀有２‐２‐７
南水元１‐１７‐２３
西水元３‐１４‐７
東水元５‐４０‐７
東金町５‐２３‐６
柴又３‐２４‐１
鎌倉１‐３０‐１１
奥戸７‐１３‐１
西新小岩３‐２６‐６

測定場所
堀切公園
小菅めぐみ公園
亀有二丁目公園
みよし公園
西水元こうだ公園
熊野公園
わかば公園
金町公園
まんだら公園
上入公園
西新小岩公園

空間放射線量測定器の貸し出し・持ち込み食品等の放射性物質検査（�５６５４‐８５７９）を行っています。
詳しくは区ホームページをご覧ください。【担当課】 放射線対策室 �５６５４‐８５８８

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

平成25年（2013年）6月25日 No.１５５５

紙面上では市外局番０３の表記を省略しています。
（３）


